
区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

計画

・人事評価結果を勤勉手当、昇
任・昇格及び分限に反映する。
・評価者及び被評価者研修を実
施する。
・適時、検討・見直しを行う。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

・人事評価結果を勤勉手当、昇
任・昇格及び分限に反映した。
・評価者及び被評価者研修を実
施した。
・勤勉手当の成績率見直し（部
長級）を行い、令和５年度から
適用することとした。

・人事評価結果を勤勉手当、昇
任・昇格及び分限に反映した。
・評価者及び被評価者研修を実
施した。
・勤勉手当の成績率見直しを行
い、令和６年度から適用するこ
ととした。
・会計年度任用職員について、
評価及び処遇反映を令和６年度
から適用することとした。

〇

計画

人事評価結果の活用等を通
じ、効果的な人材登用を実施
する。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

人事評価結果の活用等を通
じ、年齢及び性別にとらわれ
ない人材登用を実施した。

人事評価結果の活用等を通
じ、年齢及び性別にとらわれ
ない人材登用を実施した。

〇

計画

職員提案制度を構築する。

実績

積極的な提案を促すためにはイ
ンセンティブの設定が有効であ
るが、他制度との整合・統合を
検討する必要があり、制度導入
には時期尚早と判断し、導入は
見合わせることとした。

□

計画

DX支援業務等による研修を３
回開催する。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

管理職向けのDX研修会を２回
開催した。

管理職向けのDX研修を１回、係
長級向けDX・BPR勉強会を１回、
データ利活用研修を１回の合計
３回開催した。 〇

計画

時期に応じたテーマを精査の
うえ、研修を実施する。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

ハラスメントに関する研修及
び交通安全講習会を実施した

ハラスメントに関する研修及
び交通安全講習会を実施した

〇

達成
状況

5 112-01

職員コンプライ
アンス指針に基
づく公務員倫理
と法令順守の徹
底

職員コンプライアンス指針に基づ
き、法令遵守を徹底するとともに、
研修を通じて公務員としての倫理観
の養成を図る。

総務部
総務課

通番 実施項目名

第２次行政経営改革プラン実施項目の目標達成状況 別紙１

4 111-04
デジタル人材の
育成

職員のデジタル技術やデータ活用な
どデジタルリテラシー向上のための
研修を開催し、DX推進のための人材
を育成する。

総務部
行革デジタル戦
略課

3 111-03
職員提案制度の
導入

行政サービスの向上を図るととも
に、経営改革に対する職員の参加意
識を高めるため、職員が事務事業の
改善案等をより積極的に提案できる
仕組みを構築し、導入する。

総務部
行革デジタル戦
略課

1 111-01
人事評価制度の
実施

【～R5】職員研修等の成果を人事評
価により測定し、公務員としての人
材育成と能力開発を推進する。
【R6～】人材育成を推進するための
具体的な方策として、「研修」と
「人事評価」を車の両輪として捉
え、互いにかかわりを保ちながら効
果的な人材育成を行う。

総務部
総務課

2 111-02
効果的な人材登
用の実施

次代を担う人材育成と組織の活性化
の観点から、年齢及び性別にとらわ
れず実績、実力、意欲等を総合的に
判断し人材登用を実施する。

総務部
総務課

実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

時間外勤務手当を（令和元年
度実績比）年間5,000万円削
減する。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

コロナ禍の終息に伴う各種事
業の再開等により、目標達成
に至らなかった。
削減額718万7千円。

各種事業の再開等により、目
標達成に至らなかった。
削減額△2,350万円

△

計画

組織ヒアリングを通じたニー
ズ把握により適切な組織機構
の見直しを行う。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

総務企画部を政策企画部と総
務部に分割する等、適切な見
直しを図った。

市民サービス向上のため保険
年金課を設置するなど、適切
な見直しを行った。

〇

計画

条例、規則等の所要の整備を
行う。

制度を導入する。

実績

条例、規則等の所要の整備を
行った。

制度を導入した。

〇

計画

事務事業や業務執行体制を見
直しながら、定員管理計画に
基づき職員数を計画的に管理
する。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

定員管理計画を踏まえつつ職
員数を管理した。

定年延長制度の導入に伴い、
新たな定員管理計画を策定し
た。

〇

計画

証明書総交付枚数に対するコ
ンビニ交付数の割合を12.0％
にする。

証明書総交付枚数に対するコ
ンビニ交付数の割合を12.5％
にする。

証明書総交付枚数に対する
コンビニ交付数の割合を
13.0％にする。

証明書総交付枚数に対する
コンビニ交付数の割合を
13.5％にする。

証明書総交付枚数に対する
コンビニ交付数の割合を
14％にする。

実績

証明書総交付枚数に対するコ
ンビニ交付数の割合は22.8％
(窓口66,345通、コンビニ
19,571通)

証明書総交付枚数に対するコ
ンビニ交付数の割合は33.9％
(窓口51,862通、コンビニ
26,576通) 〇

7 121-02
簡素で効率的な
組織機構への見
直し

常に簡素で効率的な組織機構としつ
つ、新たな課題に取り組むことが出
来るよう、毎年度組織機構の見直し
を図る。

総務部
行革デジタル戦
略課

6

10

8 121-03

9 122-01

定年延長制度の
整備

令和５年４月の定年延長制度の導入
に向け、任用、服務、勤務条件等に
係る条例、規則等の所要の整備を行
う。

総務部
総務課

121-01

長時間労働の縮
減によるワー
ク・ライフ・バ
ランスの適正化

211-01
コンビニ交付の
充実

休日、夜間のサービス対応のためコ
ンビニ交付を充実させるとともに、
マイナンバーカードの対応により利
用者数の増加を図る。

総務部
行革デジタル戦
略課

職員定数の適正
化

【～R5】事務事業や業務執行体制を
見直しながら、定員管理計画に基づ
き職員数を計画的に管理するととも
に、令和７年度までに医療職を除い
た職員数を829人以下とする。
【R6～】定年延長制度の導入に伴っ
て定員管理計画を改めるとともに、
事務事業や業務執行体制を見直しな
がら、職員数を計画的に管理する。

総務部
総務課

適正な職員の配置等により長時間労
働の現場を減らし、家庭、地域等で
の活動の時間を確保し、適正なワー
ク・ライフ・バランスを保つ。

総務部
総務課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

・「特に国民の利便性向上に資
する手続とされた」32手続でオ
ンライン手続開始
・オンライン手続追加検討開始

・オンライン手続の追加 ・オンライン手続の追加 ・オンライン手続の追加 ・オンライン手続の追加

実績

子育て・介護・被災者支援の32
手続でオンライン申請を開始し
た。
・４月から市独自でオンライン
申請が可能な手続を検討した。

・選挙・職員の採用・環境分野
の３手続で新たにマイナポータ
ルからのオンライン申請が可能
となった。
・説明会、ワークショップ、行
政手続の棚卸調査、ヒアリング
を実施し、行政手続オンライン
化の拡大を図った。

〇

計画

・市民課、納税課の各種証明
書のキャッシュレス決済開始

実績

・市民課、納税課、各総合支
所の各種証明書のキャッシュ
レス決済を8/1から開始し
た。 □

計画

導入検討 オンライン予約運用開始
キャッシュレス決済開始

実績

令和６年３月の導入を目指
し、推進チーム会議を８回開
催して、システムの比較検討
等を行った。

R6.3から公共施設予約管理シス
テムを56施設に導入した。ま
た、6施設では、システム導入に
併せてキャッシュレス決済を開
始した。

〇

計画

導入検討
運用開始

実績

導入済
運用開始(R4.11～)

□

計画

広報等のあり方の検討 ホームページのリニューアル

実績

広報等のあり方についての検
討を行い、①R5/4から広報誌
の月１回発行、②R5/10ホー
ムページリニューアルを行う

R5.10にホームページのリ
ニューアルを行い、ID番号検
索や投稿機能を追加するなど
利用者が使いやすいサイトを
構築した。

〇

市民の利便性向上及び業務効率化の
ため、窓口における各種証明書の
キャッシュレス決済を導入する。

総務部
行革デジタル戦
略課

11

15 212-01
広報業務への情
報発信ツールの
活用

効果的な広報誌のあり方を検討するとと
もに、市のホームページに地域別・年代
別のコンテンツを整備し、誰もがわかり
やすく、使いやすい「住民御用達」ホー
ムページとして全面リニューアルする。
また、ＳＮＳなどを活用した情報発信を
行い、即時性やメディアの多様化による
広報効果の向上を図り、経営改革に不可
欠な行政情報の「見える化」を促進させ
る。

政策企画部
未来羅針盤課

14 211-05
競争参加資格申
請受付システム
の導入

入札等参加業者の利便性向上及び業
務効率化のため、競争参加資格申請
の手続きをインターネット上で行え
るシステムを導入する。

財務部
財政課

13 211-04
公共施設予約管
理システムの導
入

市民の利便性向上及び業務効率化の
ため、使用料のキャッシュレス決済
機能を持たせた公共施設予約管理シ
ステムを導入する。

総務部
行革デジタル戦
略課

12 211-03
キャッシュレス
決済の導入

211-02
行政手続きのオ
ンライン化

市民の利便性を向上させるため、マ
イナポータルからマイナンバーカー
ドを用いたオンライン手続を可能と
するなど、行政手続きについて、オ
ンライン化を進める。

総務部
行革デジタル戦
略課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

新たな広聴の枠組みの検討 新たな枠組みによる広聴事業
の実施

⇒ ⇒ ⇒

実績

①高校との連携協定の締結によ
り、若者世代からの意見聴取の
場を創出した
②移住者を対象とした意見聴取
の場を創出した

①Webページ上に意見入力
フォームを設置し、オンライ
ンによる意見聴取の場を創出
した
②移住者を対象とした意見聴
取の場を創出した

〇

計画

施設個別の運営情報に関する
資料及び公共施設白書の内容
検討

施設個別の運営情報に関する
資料及び現状や課題をまとめ
た資料の作成・公表

⇒ ⇒ ⇒

実績

運営情報に関する資料について
は「施設カルテ（仮称）」を作
成することとし、記載内容の雛
形を作成した。公共施設白書に
ついては、効果的に情報を伝え
るため、白書ではなく「公共施
設パンフレット（仮称）」を作
成することとし、雛形を作成し
た。

施設カルテを作成しホーム
ページに掲載したほか、「広
報おうしゅう」に公共施設の
現状についての記事を掲載し
た。加えて、地域別・分野別
に主な公共施設の状況をまと
めた資料を作成しホームペー
ジに掲載した。

〇

計画

PPP/PFI手法導入優先的検討
規程及び導入手順書の作成、
庁内周知

施設整備等の際にPPP/PFI手
法の導入検討実施

⇒ ⇒ ⇒

実績

優先的検討規程に相当する
「PPP/PFI手法活用指針」及び手
順書に相当する「PFI手法導入指
針」を作成し、令和５年３月に
庁内に周知した。

セミナー等開催の庁内周知を積
極的に行い延べ36人の職員が参
加。また内閣府のPPP/PFI専門家
派遣制度を活用し未来羅針盤プ
ロジェクト事業についての意見
交換を行った。サウンディング
を3事業で実施済。

〇

計画

当該施設への指定管理者制度
導入適否及び引受可能事業者
の調査

（条件が整えば、）指定管理
者制度導入のための手続き

(指定管理者が決定すれば）
指定管理者による運営開始

⇒ ⇒

実績

市内の他の観光施設の指定管理
者の意向の打診等を行い、令和
６年度からの指定管理で準備を
進めることとした。

指定管理者制度導入適否及び
引受可能事業者の調査を継続
実施。

〇

計画

市場調査及び譲受者公募を実
施し、年度内に民間譲渡を行
う。

実績

民間意向調査を実施し、調査
結果に基づき令和５年４月か
ら民間事業者へ有償貸付とし
た。 □

20 222-01
黒石寺休憩所の
民間移譲

休憩所は収益事業を含め多様な施設
の活用が可能な民間事業者に移譲
し、市はトイレのみの管理とする。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室

19 221-02
衣川ふるさと自
然塾等の民間運
営

他の類似施設において、指定管理等
による民間の活力を活用した効率的
で効果的な施設運営を行っているこ
とから民間による運営へ移行する。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室

18 221-01
PPP/PFIの活用の
推進

多様なPPP/PFI手法の導入を検討する
ための規程等を定め、民間の資金・
ノウハウの活用を推進し、公共施設
等の整備、運営等の効率化を図る。

総務部
行革デジタル戦
略課

17 212-03
公共施設運営の
「見える化」の
実施

【R4】公共施設の現状や課題に関す
る共通理解を深めるため、施設個別
の運営情報に関する資料及びそれら
を集約した「公共施設白書」を毎年
作成し公表する。
【R5～】公共施設の現状や課題に関
する共通理解を深めるため、施設個
別の運営情報に関する資料及び現状
や課題を簡潔にまとめた資料を作成
し公表する。

総務部
行革デジタル戦
略課

16 212-02
市民の意見を聞
く機会の拡充

市政懇談会など複数ある既存の広聴
の枠組みを整理するとともに、特に
も女性や若者の参加を促す新たな仕
組みを設けるなど、市民の意見を聞
く機会の拡充を図る。

政策企画部
未来羅針盤課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

市場調査及び譲受者公募を実
施し、年度内に民間譲渡を行
う。

実績

民間意向調査を実施した調査結
果に基づき一般競争による公売
を実施し、令和５年３月29日付
けで売買契約締結した。 □

計画

できる限り早期に方針を決定
し、方針に基づいた運営を行
う。

実績

市営スキー場のあり方方針に
基づき休止とし、併せて地元
と他の利活用について協議を
行った。 □

計画

できる限り早期に方針を決定
し、方針に基づいた運営を行
う。

実績

市営スキー場のあり方方針に
基づき休止とし、併せて地元
と他の利活用について協議を
行った。 □

計画

できる限り早期に方針を決定
し、方針に基づいた運営を行
う。

実績

市営スキー場のあり方方針に
基づき、令和４年度シーズン
より指定管理者制度による運
営を開始した。 □

計画

民間譲渡に向け、市場調査及
び譲受者公募を実施する。

日帰り温泉の民間移譲に向けた
基本方針の見直しにより、令和
９年度からの⺠間運営を目指し
て指定管理者制度継続の手続き
を実施する。

令和９年度からの民間運営
を見据え、指定管理者制度
による運営を継続する。

⇒ ⇒

実績

日帰り温泉の民間移譲に向けた
基本方針を策定し、その方針に
基づき指定管理者制度による運
営を１年間延長した。

指定管理者の選定を行い、指
定管理者制度による運営を令
和８年度までの継続とした。

〇

25 222-06
前沢温泉保養交
流館の民間移譲

市場性の高い事業に係る施設であ
り、市が運営する必要性の検討を踏
まえ、民間の力を活用して、より効
果的な運営を行うため、民間移譲を
実施する。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室

24 222-05
国見平スキー場
の民間移譲

市場性の高い事業に係る施設であ
り、民間の力を活用して、より効果
的な運営を行うため、民間移譲を目
指すこととするが、先ずは、市営３
スキー場のあり方（適正な施設数、
それを踏まえた各施設の継続の是
非、継続させる場合の当面の運営方
法、民間移譲の進め方等）を検討
し、方針を決定する。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室

23 222-04

ひめかゆスキー
場（ひめかゆ健
康の森）の民間
移譲

市場性の高い事業に係る施設であ
り、民間の力を活用して、より効果
的な運営を行うため、民間移譲を目
指すこととするが、先ずは、市営３
スキー場のあり方（適正な施設数、
それを踏まえた各施設の継続の是
非、継続させる場合の当面の運営方
法、民間移譲の進め方等）を検討
し、方針を決定する。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室

22 222-03
越路スキー場の
民間移譲

市場性の高い事業に係る施設であ
り、民間の力を活用して、より効果
的な運営を行うため、民間移譲を目
指すこととするが、先ずは、市営３
スキー場のあり方（適正な施設数、
それを踏まえた各施設の継続の是
非、継続させる場合の当面の運営方
法、民間移譲の進め方等）を検討
し、方針を決定する。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室

21 222-02
正法寺休憩所の
民間移譲

休憩所は収益事業を含め多様な施設
の活用が可能な民間事業者に移譲
し、市はトイレのみの管理とする。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

民間譲渡に向け、市場調査及
び譲受者公募を実施する。

日帰り温泉の民間移譲に向け
た基本方針の見直しにより、
令和９年度からの⺠間運営を
目指して指定管理者制度の手
続きを実施する。

実績

日帰り温泉の民間移譲に向けた
基本方針に基づき民間意向調査
を調査したが希望が無く、地元
振興会で受け皿組織の検討を行
うこととした。また、その間は
市直営継続とした。

地元団体への指定管理委託の
手続きを進めてきたが、源泉
等の施設老朽化により営業継
続は困難と判断し、温泉営業
を終了とした。

□

計画

民間譲渡に向け、市場調査及
び譲受者公募を実施する。

日帰り温泉の民間移譲に向け
た基本方針の見直しにより、
令和９年度からの⺠間運営を
目指して指定管理者制度の手
続きを実施する。

実績

日帰り温泉の民間移譲に向けた
基本方針に基づき民間意向調査
を調査したが希望が無く、地元
振興会で受け皿組織の検討を行
うこととした。また、その間は
市直営継続とした。

地元団体との協議において、
民間譲渡を見据えた指定管理
の受皿組織及び経営計画の確
認が出来なかったことから、
温泉営業を終了とした。

□

計画

市修繕工事の実施及び譲受者
に施設引渡し（譲渡）。

実績

令和４年５月24日に無償譲渡
契約締結。同年６月22日財産
譲渡の議決。同年４年７月１
日付け譲渡済。 □

計画

財産処分に係る県協議等、譲
渡へ向けた準備を進める。

4月1日付けで関係団体へ移譲
する。

実績

国及び譲渡先並びに市議会に
よる施設廃止及び財産処分に
必要な手続を完了した。

計画どおり移譲した。

□

計画

相手方と協議を継続する。 ⇒ ⇒ 4月1日付けでＪＡ江刺へ移
譲する。

実績

ＪＡ江刺と譲渡に向けた条件
等について協議した。

ＪＡ江刺と譲渡に向けた条件等
について協議した。

〇

30 222-11
江刺ふるさと市
場の民間移譲

地域農産物等の地産地消を進めるた
めの販売施設であり、官民の役割分
担の観点から、現在の指定管理者で
あるＪＡ江刺に移譲する。

農林部
農政課

29 222-10
江刺農業活性化
センターの民間
移譲

農用地の利用調製及び担い手の育成
を図るため、ＪＡ江刺本店に併設
し、同ＪＡに管理委託しているが、
施設はＪＡの活動に使用されること
が多いため、ＪＡに移譲する。

農林部
農政課

28 222-09
国民宿舎サンホ
テル衣川荘の民
間移譲

市場性の高い事業に係る施設であ
り、市が運営する必要性の検討を踏
まえ、民間の力を活用して、より効
果的な運営及びサービスを実施する
ため、民間移譲を実施する。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室

27 222-08

国見平温泉（い
きいき交流館、
いきいき健康ラ
ンド）の民間移
譲

市場性の高い事業に係る施設であ
り、市が運営する必要性の検討を踏
まえ、民間の力を活用して、より効
果的な運営を行うため、民間移譲を
実施する。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室

26 222-07

黒滝温泉（高齢
者コミュニティ
センター）の民
間移譲

市場性の高い事業に係る施設であ
り、市が運営する必要性の検討を踏
まえ、民間の力を活用して、より効
果的な運営を行うため、民間移譲を
実施する。

商工観光部
商業観光課
観光施設対策室



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

衣川地域内の各振興会との協
議を行う

農村RMOや地域おこし協力隊
との連携を図り、食材供給施
設としての活用が可能かどう
かの検討を進める。

⇒

実績

 令和３年度において、衣川地区
振興会及び施設使用者である
（株）カントリースペシャルプ
ロダクト衣川と民間移譲につい
て協議を行ったが、民間移譲に
ついては消極的であり、現状で
の民間移譲は困難であると判断
した。
 令和４年度において、施設や設
備の状況を確認し、本来の設置
目的である食材供給が可能か検
討を進めた。

 令和５年度は活用されていない
ハトムギ茶製造用設備を撤去し
た。
 また、施設の活用計画案を作成
し、施設の建つ衣川地区の振興
会事務局と施設を使用している
（株）カントリースペシャルプ
ロダクト衣川に計画案を説明
し、意見を聴収した。
　なお、衣川地域内の農村RMOは
南股地区では設立準備中である
が、北股地区では設立されてお
り、地区内農産物の収集と提供
の計画はあるが、実施までには
至っていない。また、地域おこ
し協力隊も着任１年目で、自身
の方向性の検討段階であったこ
とから、令和５年度について
は、農村RMOや隊員との連携によ
り、食材供給施設としての活用
が可能かどうかの検討を進める
のは時期尚早と判断した。
　そのため、状況を鑑みなが
ら、令和６年度も引き続き、農
村RMOや地域おこし協力隊との連
携により、施設の活用が可能か
どうかの検討を進める。

〇

計画

関係者との協議を通じ、譲受
者の公募要項を検討する。

現状を維持 ⇒ ⇒ 施設を取り壊す

実績

農家レストラン「んめぇがす
と」としての利用を休止した。
　旧衣川荘の民間移譲が決定
し、譲受者の意向を確認したと
ころ取壊しを希望する意向が示
され、取り壊しに向けた検討を
進めたが、補助金の処分制限期
間が令和７年度までであること
から当面は現状を維持する方針
とした。
　隣接していた木工施設と敷地
内の立木の除却など、周辺の景
観保全への対応を進めた。

　茅葺き屋根の状態が悪く、茅
が抜け落ちてきていることか
ら、10月に屋根の除草を行い、
令和6年2月から4月にかけて、痛
みの激しい西側と東側の屋根の
中部から下部の範囲を金属製の
軽量屋根材で覆う工事を行い、
現状の維持を図った。 〇

計画

次の収納率を維持する
現年度分  98.56％
滞納繰越分  24.80％

次の収納率を維持する
現年度分  98.56％
滞納繰越分  24.80％

次の収納率を維持する
現年度分  98.56％
滞納繰越分  24.80％

次の収納率を維持する
現年度分  98.56％
滞納繰越分  24.80％

次の収納率を維持する
現年度分  98.56％
滞納繰越分  24.80％

実績

現年度分  98.92％
滞納繰越分  26.41％

現年度分  98.79％
滞納繰越分  27.18％

〇

33 311-01
市税の収納率維
持向上対策

【R4】一斉訪問催告、市税コールセ
ンターによる電話催告及び納税相談
等を行うとともに、特別徴収の推進
の取組を実施し、過去3年間（平成30
年度～令和2年度）実績平均の現年分
収納率98.56％、滞納繰越分収納率
24.80％の収納率を維持する。
【R5～】一斉催告、市税コールセン
ターによる電話催告及び納税相談等
を行うとともに、特別徴収の推進の
取組を実施し、過去3年間（平成30年
度～令和2年度）実績平均の現年分収
納率98.56％、滞納繰越分収納率
24.80％の収納率を維持する。

財務部
納税課
税務課

32 222-13
衣川民芸屋敷
（んめぇがす
と）の民間移譲

地域農産物等の地産地消を進めるた
めの販売施設であり、官民の役割分
担の観点から、民間移譲を含め検討
する。

農林部
農政課

31 222-12
衣川食材供給施
設（古都の遊
食）の民間移譲

地域農産物等の地産地消を進めるた
めの販売施設であり、官民の役割分
担の観点から、民間移譲を含め検討
する。

農林部
農政課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

次の収納率を維持する
現年度分  99.49％
滞納繰越分  27.42％

次の収納率を維持する
現年度分  99.49％
滞納繰越分  27.42％

次の収納率を維持する
現年度分  99.49％
滞納繰越分  27.42％

次の収納率を維持する
現年度分  99.49％
滞納繰越分  27.42％

次の収納率を維持する
現年度分  99.49％
滞納繰越分  27.42％

実績

現年度分   99.60%
滞納繰越分 28.85%

現年度分　　99.68％
滞納繰越分　27.82％

〇

計画

次の収納率を上回る
現年度分  99.78％
滞納繰越分  63.04％

次の収納率を上回る
現年度分  99.78％
滞納繰越分  63.04％

次の収納率を上回る
現年度分  99.78％
滞納繰越分  63.04％

次の収納率を上回る
現年度分  99.78％
滞納繰越分  63.04％

次の収納率を上回る
現年度分  99.78％
滞納繰越分  63.04％

実績

現年度分  99.69％
滞納繰越分  65.23％

Ｒ５収納率
現年度分  99.70％
滞納繰越分  69.74％
現年度分は、新規加入者が増
加したこと、また、加入当初
は年金天引き（特別徴収）で
はなく納付書納付（普通徴
収）であることから目標を下
回っている。

△

計画

次の収納率を上回る
現年度分  99.00%
滞納繰越分  25.00%

次の収納率を上回る
現年度分  99.00%
滞納繰越分  25.00%

次の収納率を上回る
現年度分  99.00%
滞納繰越分  25.00%

次の収納率を上回る
現年度分  99.00%
滞納繰越分  25.00%

次の収納率を上回る
現年度分  99.00%
滞納繰越分  25.00%

実績

現年度分 99.25%
滞納繰越分 12.30%

現年度分  99.77%
滞納繰越分  17.33%
滞納繰越分は、児童手当の受
給資格がない者、卒園してい
る者が多く納付へ繋ぐことが
困難となっている。

△

計画

次の収納率を上回る
現年度分  95.00％
滞納繰越分  14.50%

次の収納率を上回る
現年度分  95.00％
滞納繰越分  14.50%

次の収納率を上回る
現年度分  95.00％
滞納繰越分  14.50%

次の収納率を上回る
現年度分  95.00％
滞納繰越分  14.50%

次の収納率を上回る
現年度分  95.00％
滞納繰越分  14.50%

実績

現年度分収納率  95.71%
滞納繰越分収納率  11.28%

現年度分収納率  95.01%
滞納繰越分収納率  9.77%
現年度分の収納率の向上に注
力し、滞納繰越分の対策を講
じる余裕がなかったため。

△

37 311-05
市営住宅使用料
の収納率維持向
上対策

催告書等の送付、電話による督促及び臨
戸訪問等により納入促進を図り、高額滞
納者に対しては法的措置を検討し、進捗
を図る。
なお、現年度収納率は入居者が低所得者
等であることを鑑み、令和元年度実績が
94.96％であることから95.00％を上回る
よう、滞納繰越分は令和２年度実績が
14.42％であることから14.50%を上回る
ようにする。

都市整備部
都市計画課

36 311-04
保育所保育料の
収納率維持向上
対策

催告書の送付、個別納入計画などの
納付相談及び児童手当窓口払い等を
実施するとともに、法的措置の実施
等を行うことにより、現年度分収納
率99.00%、滞納繰越分収納率25.00%
を上回るようにする。

健康こども部
保育こども園課

35 311-03
後期高齢者医療
保険料の収納率
維持向上対策

納付相談等の実施に加え、生活水準
や保有資産を把握したうえでの差し
押さえ等の実施を検討し、直近３か
年（平成30年度～令和２年度）実績
平均の現年分収納率99.78％、滞納繰
越分収納率63.04％を上回るようにす
る。

健康こども部
保険年金課

34 311-02
介護保険料の収
納率維持向上対
策

徴収担当職員の配置により現年分の
収納率低下傾向に歯止めをかけると
ともに、滞納者の生活実情の把握等
による適切な個別対応に努め、過去3
年間（平成30年度～令和2年度）実績
平均の現年分収納率99.49％、滞納繰
越分収納率27.42％の収納率を維持す
る。

福祉部
長寿社会課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

次の収納率を上回る
現年度分  99.45%
滞納繰越分  92.13%

次の収納率を上回る
現年度分  99.45%
滞納繰越分  92.13%

次の収納率を上回る
現年度分  99.45%
滞納繰越分  92.13%

次の収納率を上回る
現年度分  99.45%
滞納繰越分  92.13%

次の収納率を上回る
現年度分  99.45%
滞納繰越分  92.13%

実績

現年度分収納率  99.26%
滞納繰越分収納率  100.00%

現年度分収納率  99.39%
滞納繰越分収納率  77.13%
水道・下水道との連携した徴
収を進めているものの、経済
的理由等から未納者が増加傾
向にあり、現年・過年度とも
に収納率が上がっていない。

△

計画

次の収納率を上回る
現年度分  99.83%
滞納繰越分  96.70%

次の収納率を上回る
現年度分  99.83%
滞納繰越分  96.70%

次の収納率を上回る
現年度分  99.83%
滞納繰越分  96.70%

次の収納率を上回る
現年度分  99.83%
滞納繰越分  96.70%

次の収納率を上回る
現年度分  99.83%
滞納繰越分  96.70%

実績

現年度分収納率  99.73%
滞納繰越分収納率  100.00%

現年度分収納率  99.75%
滞納繰越分収納率  84.69%
水道・下水道との連携した徴
収を進めているものの、経済
的理由等から未納者が増加傾
向にあり、現年・過年度とも
に収納率が上がっていない。

△

計画

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  58.88%

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  58.88%

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  58.88%

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  58.88%

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  58.88%

実績

現年度分収納率  98.04%
滞納繰越分収納率  98.80%

現年度分収納率  97.52%
滞納繰越分収納率  98.81%
水道・下水道との連携した徴
収を進めているものの、経済
的理由等から未納者が増加傾
向にあり、現年度分の収納率
が上がっていない。

△

計画

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  92.42%

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  92.42%

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  92.42%

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  92.42%

次の収納率を上回る
現年度分  99.84%
滞納繰越分  92.42%

実績

現年度分収納率  99.92%
滞納繰越分収納率  92.46%

現年度分収納率  99.21%
滞納繰越分収納率  91.31%
水道・下水道との連携した徴
収を進めているものの、経済
的理由等から未納者が増加傾
向にあり、現年・過年度とも
に収納率が上がっていない。

△

41 311-09
水道料金の収納
率維持向上対策

滞納者に対して督促状の送付及び電
話催告を実施し、納付の意識付けを
行うとともに、長期滞納者に対して
は、定期的に給水停止処分を実施す
る。令和2年度の収納実績を上回るよ
うにする。

上下水道部
経営課

40 311-08
下水道事業に係
る使用料の収納
率維持向上対策

水道料金と連携した徴収を継続する
とともに、自家水道使用者の滞納対
策を実施し、令和２年度の収納実績
を上回るようにする。

上下水道部
経営課

39 311-07
浄化槽使用料の
収納率維持向上
対策

水道料金と連携した徴収を継続する
とともに、自家水道使用者の滞納対
策を実施し、令和２年度の収納実績
を上回るようにする。

上下水道部
経営課

38 311-06
汚水処理施設使
用料の収納率維
持向上対策

水道料金と連携した徴収を継続する
とともに、自家水道使用者の滞納対
策を実施し、令和２年度の収納実績
を上回るようにする。

上下水道部
経営課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

現年度分収納率  96.25%
滞納繰越分収納率  49.82%

現年度分収納率  96.26%
滞納繰越分収納率  49.83%

現年度分収納率  96.27%
滞納繰越分収納率  分
49.84%

現年度分収納率  96.28%
滞納繰越分収納率  49.85%

現年度分収納率  96.29%
滞納繰越分収納率  49.86%

実績

現年度分収納率  96.49%
滞納繰越分収納率  33.99%

現年度分収納率  97.68%
滞納繰越分収納率  34.82%
滞納繰越分については、生活
費が高騰しているため、分割
支払いの金額を上げられない
ことにより収納率が伸びな
かった。

△

計画

次の収納率を上回る
現年分  94.96％
滞納繰越分  13.96％

次の収納率を上回る
現年分  94.96％
滞納繰越分  13.96％

次の収納率を上回る
現年分  94.96％
滞納繰越分  13.96％

次の収納率を上回る
現年分  94.96％
滞納繰越分  13.96％

次の収納率を上回る
現年分  94.96％
滞納繰越分  13.96％

実績

現年分  96.95％
滞納繰越分  13.43％

現年分  97.60％
滞納繰越分  12.52％
滞納額は年々減少しているが、
それに伴い滞納者に占める納付
が非常に困難な滞納者の割合が
高くなっている。

△

計画

寄附金額　10億円 ⇒ 寄附金額　12億円 ⇒ ⇒

実績

寄附金額
18億841万3千円

寄附金額
21億9,219万7千円

〇

計画

見直し検討 見直し検討 見直し実施 見直し検討 見直し検討

実績

経営戦略策定に合わせ汚水処理
使用料についても見直しを行う
ため、部内検討会を10月、2月に
開催し改定率や改定時期につい
て検討を行った。

法適化となる浄化槽事業も含
め、下水道事業経営計画（改訂
版）を令和６年度に策定するこ
とを部内決定。令和６年３月、
市長協議により策定方針を確
認。

〇

45 312-02
汚水処理使用料
の見直し

汚水処理使用料について、３年ごと
に見直しを行う。

上下水道部
経営課

44 312-01
ふるさと納税に
よる収入確保

ふるさと納税の制度を活用した市へ
の寄附者を増やし、自主財源の確保
とともに市のＰＲを拡充する。

政策企画部
未来羅針盤課

43 311-11
奨学金返還金の
収納率維持向上
対策

償還計画の変更などの納付相談や電
話、文書、訪問による催告等を実施
し、過去３か年（平成30年度～令和2
年度）実績平均の現年分収納率
94.96%、過年度未済分収納率13.96%
を上回るようにする。

教育委員会事務
局
教育総務課

42 311-10
医療未収金の収
納率維持向上対
策

未収予防向上策及び訪問徴収を継続
するとともに、医療局全体で情報共
有し訪問徴収員による徴収も引き続
き行う。令和２年度実績の現年分収
納率96.24%、滞納繰越分収納率49.81
を上回るようにする。

医療局経営管理
部
経営管理課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

見直し検討 見直し検討 見直し実施 見直し検討 見直し検討

実績

令和６年度からの水道料金を見
直すため、部内検討会を8月、9
月、11月、3月に開催し改定率や
改定時期について検討を行っ
た。

上下水道事業運営審議会への諮
問・答申を経て、令和６年度か
ら平均11.6％の増となる料金改
定を決定した。改定による令和
６年度の効果額は252,057千円
（税抜き）。

〇

計画

適正な水準の検討 改定要否の判断、改定案の作
成、意見聴取

使用料改定の実施 時期改定に向け適正な水準
の検討

時期改定に向け改定要否の
判断、改定案の作成、意見
聴取

実績

改正要否の判断のため、適正
な水準を検討中。

前回改定時からの物価上昇率に
より試算した結果、現時点で改
定するまでには至らないと判断
した。 〇

計画

適正な水準の検討
改定要否の判断

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

未達成。物価高騰、マイナン
バーカードの普及を視野に入れ
た適正水準について検討する必
要があるため、改正要否の判断
は令和５年度以降とする。

使用料の見直しに合わせて一部
コンビニ交付手数料の見直しを
検討したが、現時点で適正水準
と判断した。 〇

計画

売却金額
8,000万円

売却金額
5,000万円

売却金額
3,000万円

売却金額
3,000万円

実績

売却金額
13,149万円

〇

計画

翌年度の事業費総額を28億円
（一般財源ベース）に調整す
る。

未来投資枠事業を除き、翌年
度の事業費総額を28億円（⼀
般財源ベース）に調整する。

⇒ ⇒ ⇒

実績

総合計画登載事業の確実な実
施等を目指した結果、約30億
円となった。

総合計画登載事業に加え未来
投資枠事業を予算化した結
果、約40億円となった。

△

50 321-01
事務事業経費の
削減（政策経費
分）

目標とされる事業費総額を踏まえ
て、選択と集中による施策の重点化
を図ることとし、そのために必要な
事業調整を行う。

政策企画部政策
企画課・財務部
財政課

48 312-05 手数料の適正化

各種手数料について、随時適正な水
準を検討し、必要に応じて改定を行
う。

財務部
財政課

49 312-06

旧奥州市土地開
発公社の土地で
ある市有財産の
売却促進

【R5～】旧土地開発公社から代物弁
済された土地のうち、処分計画対象
（ケース６及びケース７）の売却を
促進する。

財務部
財産運用課

47 312-04
施設使用料の適
正化

公共施設の使用料について、３年ご
とに適正な受益者負担の考え方や水
準を検討のうえ、その料金の適正化
を図るための所要の改定を行う。

財務部
財政課

46 312-03
水道料金の見直
し

水道料金について、３年ごとに見直
しを行う。

上下水道部
経営課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

相手方との協議・調整 ⇒

実績

今年度において馬術協会との
意見交換の場を設けることが
できなかった。

馬術連盟との意見交換を実施し
た結果、馬事文化の継承、２度
の国体馬術競技会場のレガシー
事業として、目標達成には至ら
ないものの、今後も現行補助金
を維持する結論となった。

□

計画

・廃止路線代替バス１路線の廃
止
・水沢コミュニティバスの見直
し、前沢コミュニティバスの見
直し協議を実施

前沢コミュニティバスの見直
しを実施

第４次奥州市バス交通計画
を進めて行く中で、必要に
応じて、路線の見直しを実
施する。

第４次奥州市バス交通計画
を進めて行く中で、必要に
応じて、路線の見直しを実
施する。

第４次奥州市バス交通計画
を進めて行く中で、必要に
応じて、路線の見直しを実
施する。

実績

廃止路線代替バス１路線の見
直し（短縮・減便）
水沢コミュニティバスの見直
し(短縮）

Ｒ６年度における前沢コミュ
ニティバスへのＡＩデマンド
導入に向けた準備を実施

〇

計画

市営バス５路線の見直しを実
施

市営バス３路線の見直しを実
施

第４次奥州市バス交通計画
を進めて行く中で、必要に
応じて、路線の見直しを実
施する。

第４次奥州市バス交通計画
を進めて行く中で、必要に
応じて、路線の見直しを実
施する。

第４次奥州市バス交通計画
を進めて行く中で、必要に
応じて、路線の見直しを実
施する。

実績

市営バス６路線の見直し（統
合、路線短縮、減便）を実施

市営バス２路線の見直し（統
合、路線短縮、減便）を実施

〇

計画

基準の見直し 新基準を適用

実績

新基準を制定（令和４年８月
30日市長決裁、令和５年４月
１日適用）

補助金交付：７団体
事業効果額：35万円（１団体
５万円の減額）

〇

54 321-05

奥州市内小学校
等創立記念事業
補助金の基準の
見直し

市内小中学校の創立記念事業に対し
て、助成基準に基づき補助金を交付
しているが、平成20年に制定した基
準であるため、現状に合わせて基準
を見直す。

教育委員会事務
局
学校教育課

53 321-04
市営バス運行事
業の見直し

【～R5】利用実態に合わせた運行内
容とするため、第３次奥州市バス交
通計画及び次期計画に基づき、市営
バス各路線の再編・廃止・短縮、減
便等を実施する。
【R6～】利用実態に合わせた運行内
容とするため、第３次奥州市バス交
通計画に基づき、市営バス各路線の
再編・廃止・短縮、減便等を実施す
る。奥州市地域公共交通計画（第４
次奥州市バス交通計画）では路線再
編の予定は無く、必要に応じて、路
線の見直しを実施する。

政策企画部
政策企画課

52 321-03
コミュニティバ
ス運行事業の見
直し

【～R5】利用実態に合わせた運行内
容とするため、第３次奥州市バス交
通計画及び次期計画に基づき、各コ
ミュニティバスの路線再編・廃止・
短縮、減便等を実施する。
【R6～】利用実態に合わせた運行内
容とするため、第３次奥州市バス交
通計画に基づき、各コミュニティバ
スの路線再編・廃止・短縮、減便等
を実施する。奥州市地域公共交通計
画（第４次奥州市バス交通計画）で
は路線再編の予定は無く、必要に応
じて、路線の見直しを実施する。

政策企画部
政策企画課

51 321-02
馬術競技対象事
業の見直し

馬術の普及及び地域における馬事文
化の浸透を目的とした馬術競技振興
供用馬の飼育管理事業を支援してい
る。
事業補助金については、適正な補助
金算定基準の設定と支援期間を定め
て廃止を検討する。

協働まちづくり
部
生涯学習スポー
ツ課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

関係団体等との協議、変更内
容の周知

実績

市長協議により寡婦事業につ
いては次年度以降も現状維持
とすることとなった。（検討
済） □

計画

翌年度の経常経費を前年度比
（一般財源ベース）同額とす
る。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

物価高騰の影響を受け、削減
は厳しいものの翌年度の経常
経費（一般財源）を抑制し
た。

物価高騰の影響に伴う物件費の
増加などにより削減は厳しいも
のの、翌年度の経常経費（一般
財源）を抑制した。 〇

計画

導入業務の検討・構築

業務削減時間4,400時間

⇒

業務削減時間5,300時間

⇒

業務削減時間6,200時間

⇒

業務削減時間7,100時間

⇒

業務削減時間8,100時間

実績

AI-OCRと連携し、5業務でRPA
導入。合計で3,554時間の削
減となった。

AI-OCRと連携し、4業務でRPA
導入。合計で1,783時間の削
減となった。

△

計画

維持台数  186台
公売台数　　2台

維持台数　184台
公用車両削減台数　　 2台

維持台数　182台
公用車両削減台数　　 2台

維持台数　180台
公用車両削減台数　　 2台

維持台数　178台
公用車両削減台数　　 2台

実績

維持台数  184台
(令和５年３月末現在)
公売台数　　43台
(※除雪機等を除く)

維持台数　182台
（令和６年３月現在）
公売台数　 15台
（※除雪機等を除く） 〇

計画

導入の検討 ⇒ ⇒ 全庁の基幹系システムの更新時
期（時期は未定）に合わせ登記
課税連携システム導入（登記課
税連携機能追加）を実施する。

⇒

実績

次の検討を行った。
・標準化システム（R７年度導入
予定）との調整
・MISALIOとの調整
・導入コストの検討

令和7年導入予定の標準化シ
ステムとの連携について確認
を行った。

〇

59 322-04
登記課税連携シ
ステムによる事
務の効率化

法務局からの登記済通知書をデータ
で受領し、登記課税連携システムに
より課税台帳に取り込むことで、職
員の業務負担を軽減し、コストの削
減や業務の正確性の確保を図る。

財務部
税務課

58 322-03
公用車台数の適
正化の推進

公用車の維持費削減のため、庁内で
の共用化など効率的な運用に努め、
公用車台数の適正化を推進する。ま
た、不要となった公用車の公売を進
める。

財務部
財産運用課

57 322-02
ＲＰＡ導入によ
る行政事務の効
率化

ＲＰＡ導入可能業務を洗い出し、実
装することで、職員の業務負担を軽
減し、コストの削減や業務の正確性
の確保を図る。

総務部
行革デジタル戦
略課

56 322-01
事務事業経費の
削減（経常経費
分）

【～R5】予算編成において、適正な
サービス水準にも配慮しつつ事務の
効率化を徹底し、もって経常経費の
抑制を図る。
【R6～】予算編成において、適正な
サービス水準にも配慮しつつ事務の
効率化を徹底し、もって経常経費の
抑制を図る。ただし、物価高騰等の
当市の経営努力だけでは不可避な影
響額は除く。

財務部
財政課

55 321-06
医療給付事業
（単独分）の重
点給付

医療給付事業のうち、子ども、妊産
婦、ひとり親については、現行の水
準を維持する一方、重度心身障がい
者及び寡婦については、県内他市の
水準と同程度となるよう要件を見直
しする。

健康こども部
保険年金課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

相続人管理システムの導入

実績 ―

計画

試行導入開始・試行結果検
証・導入検討

導入開始 導入拡大

実績 ―

計画

公共施設等総合管理計画にお
ける「施設の管理に関する方
針」の具体的な進め方を検討
する。

翌年度予算に予防保全に係る
予算を確保する仕組みを構築
し、予算要求に反映させる。

⇒ ⇒ ⇒

実績

施設の劣化状況評価を行い、
その結果を予算要求に反映さ
せる方向とした。

公共施設の長寿命化に係る事
業を未来投資枠対象事業の１
つとして位置付け、３施設の
事業を予算化した。 〇

計画

関係機関と協議を継続する。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

個別計画に基づき施設の再編を
進める必要があるが、関係団体
との調整には至らなかった。

個別計画に基づき施設の再編を
進める必要があるが、関係団体
との調整には至らなかった。

×

計画

審議会等で文化財施設の整理
統合等について意見交換を行
う。

文化財保存地域計画策定（Ｒ
５～Ｒ７の３カ年）する中
で、文化財施設の整理統合に
ついて検討する。

⇒ ⇒ 文化財保存地域計画策定
後、再編等検討委員会を立
ち上げ、本格的な検討を開
始する。

実績

記念館運営審議会で意見交換を
行ったほか、３顕彰会の代表者
と記念館の統合・新設について
意見を聴取した。

文化財保存活用地域計画作成
協議会を設置して検討を開始
した。

〇

64 331-03
文化財施設の整
理統合

文化財を適正に保存及び展示する奥
州市文化財施設の建設検討を開始す
る。

教育委員会事務
局
歴史遺産課

63 331-02
体育館等の配置
の見直し

体育館は、大会レベル施設と地域ス
ポーツ施設を区分して管理し、各地
域にスポーツ活動の拠点施設として
観覧席が整備された施設を１箇所ず
つ残し、それ以外の大規模施設は、
耐用年数満了時をもって廃止する。
地域スポーツ施設は、新規建設をせ
ず、学校施設等を含めた将来見込ま
れる利用者数に合わせて全体の利用
調整を図る。

協働まちづくり
部
生涯学習スポー
ツ課

62 331-01
公共施設の予防
保全の取組推進

公共施設等総合管理計画において、
施設の管理に関して「事後保全」か
ら「予防保全」へと方針転換をした
ことから、施設を安全に長期間使用
できるよう、「予防保全」を着実に
進めるための仕組みを構築する。

総務部
行革デジタル戦
略課

60 322-05
相続人管理シス
テムの導入

庁内の複数課で独自に行っている相
続人調査について、システムを導入
することにより情報を一元管理し、
業務の効率化を図る。

財務部
税務課

61 322-06
フリーアドレス
の導入

ペーパーレスの推進及び執務スペー
スの有効活用や備品購入費の抑制を
進めるほか、職員のコミュニケー
ションの活性化を図り進捗管理の効
率を高めるため、フリーアドレスの
導入検討を行う。

総務部行革デジ
タル戦略課・財
務部財産運用課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

R４年度に現在の借地契約が
満了することから、地権者と
契約更新について協議する。

文化財保存地域計画策定（Ｒ
５～Ｒ７の３カ年）する中
で、歴史公園の整理統合につ
いて検討する。

⇒ ⇒ 文化財保存地域計画策定
後、再編等検討委員会を立
ち上げ、本格的な検討を開
始する。

実績

R５年度以降も契約を更新するこ
ととする。室の樹屋敷公園の借
上げ単価見直しについては衣川
地域内の他の借上げ状況を勘案
して行うこととする。

文化財保存活用地域計画作成
協議会を設置して検討を開始
した。

〇

計画

・普通財産建物利用率 76％
（令和3年度:75%）
・新規利活用件数 2件

・普通財産建物利用率 77%
・新規利活用件数 2件

・普通財産建物利用率 78%
・新規利活用件数 2件

・普通財産建物利用率 79%
・新規利活用件数 2件

・普通財産建物利用率 80%
・新規利活用件数 2件

実績

・普通財産建物利用率
73.6％
・新規利活用件数 ３件

・普通財産建物利用率
69.3％
・新規利活用件数　２件

△

計画

当該施設の付帯施設において事業活
動（農家レストラン、食品加工業、
産直）を行っている３団体（店子）
及び地区振興会に対し、当該施設の
新たな活用策についての意向調査を
行う。なお、付帯施設に関する大規
模修繕等は今後行わないことの説明
を店子に対し行う。

①条例廃止の手続きを進める。
②普通財産として貸し付けている付
帯施設には、現在３店舗が入居して
いることから、今後大規模修繕は行
わない旨を説明した上で、単年度ご
とに継続して貸し出すように取り計
らう。

①当該施設の新たな活用策につ
いて検討を行う。活用策の決定
後には、条例廃止の手続を進め
る。
②普通財産として貸し付けてい
る付帯施設には、現在３店舗が
入居していることから、単年度
ごとに継続して貸し出すように
取り計らう。

⇒ ⇒

実績

施設の衛生環境に支障があり使
用に堪えないことから、新たな
活用に向けた意向調査を見合わ
せ、廃止することとした。付帯
施設で営業している３団体に対
して説明し、今後の進め方につ
いて理解を得た。

条例廃止手続きを進めるにあた
り、当該施設の新たな活用策に
ついて検討を行うこととした。
付帯施設で営業している３団体
に対して今後の進め方について
説明し、理解を得た。

〇

計画

地域と協議する。 ⇒ ⇒ 年度末をもって廃止

実績

代替施設である長者ケ原廃寺
跡ガイダンス施設の基本設計
を行った。今後これを基に地
域と協議を進める。

地域協議に向け資料を整理し
た

△

68 332-03
衣川歴史ふれあ
い館の廃止

実物資料を有しない観光施設で郷土
資料館条例の設置目的に合致しない
ほか、老朽化し利用者数の減少が進
んでいるため、展示物を他施設に移
設し、廃止する。

教育委員会事務
局
歴史遺産課

67 332-02
胆沢トレーニン
グ農場セミナー
ハウスの廃止

【R4】主に研修会及び会議としての
利用があるが、利用者数が減少し、
他の類似施設での利用も可能である
ため廃止する。
【R5～】①主に研修会及び会議とし
ての利用があるが、利用者数が減少
し、他の類似施設での利用も可能で
あるため廃止する。
②条例廃止後も、農家レストラン等
が入居する付帯施設がセミナーハウ
スに隣接する形で同一敷地内に残
る。これら三者には、継続して運営
していけるように取り計らう。

農林部
農政課

66 332-01
未利用財産の利
活用

未利用財産について、積極的に売却
処分や貸付けなどを促進する。特に
も、廃止した学校や幼稚園等の跡地
については、地域の意見を踏まえな
がら、その地域の活性化に寄与する
利活用につなげる。

財務部
財産運用課

65 331-04
歴史公園等の整
理統合

借地となっている公園を含め、歴史
公園等の整理統合について検討を開
始する。

教育委員会事務
局
歴史遺産課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

譲渡に向け、地元と協議す
る。

地元との協議に基づき、用途
廃止する。

地元に譲渡する。

実績

譲渡に向け、地元と協議し
た。

令和５年第３回市議会定例会
で令和６年４月１日に地域に
無償譲渡することが承認され
た。 〇

計画

決算ベースでの財政調整基金
取崩額
財政計画で見込む額以内（３
億5,000万円）

決算ベースでの財政調整基金
取崩額
財政計画で見込む額以内（２
億5,300万円）

決算ベースでの財政調整基
金残高
財政計画で見込む額以上
（69億4,700万円）

決算ベースでの財政調整基
金残高
財政計画で見込む額以上
（63億9,200万円）

決算ベースでの財政調整基
金残高
財政計画で見込む額以上
（59億8,200万円）

実績

達成
　第三セクター改革推進債の一
括償還への対応のため取り崩し
たが前年度の決算剰余金を積立
を行い基金残高としては増加し
た。
財政調整基金増加額　1億9,023
万円
　取崩額　11億8,379万円
　積立額　13億7,402万円

達成
取り崩しをしなかった。
また、前年度決算剰余金の積
み立てを行い、基金残高は増
加した。

〇

計画

プライマリーバランスの黒字
を堅持　18.6億円

プライマリーバランスの黒字
を堅持　3.2億円

プライマリーバランスの黒
字を堅持　11.9億円

プライマリーバランスの黒
字を堅持　28.4億円

プライマリーバランスの黒
字を堅持　17.2億円

実績

達成
　基礎的財政収支
　56.4億円

達成
基礎的財政収支
22.4億円

〇

計画

臨時財政対策債を除いた一般会計及
び特別会計の地方債年度末現在高の
前年度比減及び市民一人当たりの地
方債残高の令和２年度比同額以下。

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

達成
令和２年度末　385千円/人
令和４年度末　342千円/人

前年度比残高及び市民１人当た
り残高のいずれも達成

令和２年度末　385千円/人
令和５年度末　346千円/人

〇

72 341-03
地方債残高の圧
縮と世代間負担
の公平性の確保

臨時財政対策債を除いた一般会計及
び特別会計の地方債年度末現在高の
圧縮を図る。
また、人口減少による市民一人当た
りの負担増が見込まれる中において
も、令和２年度末の一人当たりの負
担額より増加しないように努める。

財務部
財政課

71 341-02
プライマリーバ
ランスの黒字堅
持

新規の市債発行額を抑制し、プライ
マリーバランスの黒字を堅持する。

財務部
財政課

70 341-01
財政調整基金の
確保

財政計画、長期財政見通しに基づ
く、持続可能な財政運営に必要な財
政調整基金を確保するとともに、財
政状況の見える化の推進を図る。

財務部
財政課

69 332-04
瀬原交流館の地
元譲渡

高齢者と児童生徒との世代を超えた
交流を図る場として設置している
が、公の施設としては廃止し、財産
処分制限期間が終わる令和６年度に
地元へ譲渡する。

福祉部
長寿社会課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

分譲地の売却件数　20区画
もしくは売却金額　1億円

実績

分譲地の売却件数：22区画
売却金額：138,070千円

→全額繰上償還し、終了 □

計画

見直し内容の検討、関係団体
との調整

交付額の圧縮の実施

実績

削減額の目標達成を目指し、
調整のうえ令和５年度予算に
反映させた。

削減額の目標達成を目指し、調
整のうえ令和６年度予算に反映
させた。

〇

計画

県内他市の状況を調査すると
ともに、類似協議会担当課と
の協議を行う。

⇒ 青少年問題協議会の方向性
を決定する。

⇒ ⇒

実績

県内他市の現状・課題等情報
収集し、完了に向けて協議を
継続した。

県内他市の現状・課題等情報
収集し、完了に向けて協議を
継続した。

〇

計画

市民活動支援センター登録団
体数
224件

市民活動支援センター登録団
体数
229件

市民活動支援センター登録
団体数
234件

市民活動支援センター登録
団体数
239件

市民活動支援センター登録
団体数
244件

実績

市民活動支援センター登録団
体数
231団体

市民活動支援センター登録団体
数
228団体
(理由)コロナ禍による活動停滞
や高齢化に伴に解散する団体が
多かったため
・新規登録　７
・解散等　　10

△

計画

協働の提案テーブル事業の実
現数
13件

協働の提案テーブル事業の実
現数
７件

協働の提案テーブル事業の
実現数
７件

協働の提案テーブル事業の
実現数
７件

協働の提案テーブル事業の
実現数
７件

実績

協働の提案テーブル事業の実
現数
５件

協働の提案テーブル事業の実
現数
７件

〇

77 411-02
協働の提案テー
ブルの活用促進

協働の担い手と市の話し合いの場と
しての機能に加え、協働の担い手同
士をつなげる場としての機能も向上
させ、地域課題解決のための協働の
提案テーブルの活用を促進する。

協働まちづくり
部
地域づくり推進
課

76 411-01
市民活動支援セ
ンターを通じた
市民活動の支援

市民活動支援コーディネーターを中
心に、市民公益活動に係る相談への
対応、各種情報の提供、団体同士の
ネットワーク構築の支援等を行う。

協働まちづくり
部
地域づくり推進
課

75 342-02
青少年問題協議
会の統合

青少年問題協議会を類似する少年セ
ンター運営協議会及び生徒指導研究
推進協議会と統合し、青少年問題協
議会は廃止する。

協働まちづくり
部
生涯学習スポー
ツ課

74 342-01
補助金・負担金
の整理合理化

恒常的に支出されている補助金・負
担金について、財政健全化のための
見直しを行い、交付目的の性質に応
じた次の削減割合（令和２年度比）
を基本として圧縮を図る。
①特定政策的交付　10％減
②イベント交付　20％減
③施設運営交付　5％減
④団体運営交付　10％減

総務部
行革デジタル戦
略課

73 341-04
第三セクター等
改革推進債の借
入残高の縮減

土地処分計画に基づき、旧土地開発
公社の財産処分を推進し、借入残高
の早期解消を図る。

財務部
財産運用課



区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

達成
状況

通番 実施項目名 実施内容 担当課
年度別の達成目標

管理番号

計画

セミナー、研修会などの開催
における連携協定企業との協
働による実施件数　　４件

セミナー、研修会などの開催
における連携協定企業との協
働による実施件数　　５件

セミナー、研修会などの開
催における連携協定企業と
の協働による実施件数
６件

セミナー、研修会などの開
催における連携協定企業と
の協働による実施件数
７件

セミナー、研修会などの開
催における連携協定企業と
の協働による実施件数
８件

実績

４件
(あいおい損保、第一生命保
険、ＪＡ岩手ふるさと、東京
海上日動火災)

３件
（あいおい損保、第一生命保
険、東京海上日動火災）

△

計画

当該年度末（翌年度４月１日
を含む）までに対象19地区
中、13地区で事業開始する。

当該年度末（翌年度４月１日
を含む）までに対象19地区
中、19地区で事業開始する。

利用実態に合わせて、運行
内容の見直しを実施する。

利用実態に合わせて、運行
内容の見直しを実施する。

利用実態に合わせて、運行
内容の見直しを実施する。

実績

対象19地区中、14地区で事業
開始

対象19地区中、15地区で事業
開始

△

計画

協働のまちづくりアカデミー
修了生数　121名

協働のまちづくりアカデミー
修了生数　134名

協働のまちづくりアカデ
ミー修了生数　144名

協働のまちづくりアカデ
ミー修了生数　154名

協働のまちづくりアカデ
ミー修了生数　164名

実績

協働のまちづくりアカデミー
修了生数
123人（延べ人数）

協働のまちづくりアカデミー修
了生数
130人（延べ人数）
(理由)従来型で行ってきた地域
人材の育成が一巡し、地区振興
会からの推薦が少なかったため

△

計画

在籍数４人 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実績

４人 ６人

〇

達成状況

〇：達成　　△：実施したものの目標には到達しない　　　×：実施せず　　　□：完了または検討のうえ取組終了　　　―：令和６年度以降実施

81 412-02

医師養成奨学資
金受給者の市立
病院等への着任
の促進

医師養成奨学資金を通じて市立病院
及び診療所に着任する医師を養成
し、当該医療機関の安定的な経営に
寄与する人材を確保する。

医療局経営管理
部
医師確保推進室

80 412-01

協働のまちづく
りを推進する地
域リーダーの養
成

「協働のまちづくりアカデミー」に
よる協働の担い手として活躍する地
域リーダーの育成と地域づくりに参
加する人材の発掘を行い、その修了
生が主体となった活動の支援、修了
生と地域がつながる取り組みを行
う。

協働まちづくり
部
地域づくり推進
課

79 411-04
地区住民との協
働による新たな
交通手段の導入

【～R5】第３次奥州市バス交通計画
及び次期計画に基づき、市内19地区
を対象に、従来のバスに代わり、持
続性が高く効率的な地区内交通を地
元住民団体等との協働により導入す
る。
【R6～】第３次奥州市バス交通計画
に基づき、持続性が高く効率的な地
区内交通を地元住⺠団体等との協働
により導入する。奥州市地域公共交
通計画（第４次奥州市バス交通計
画）では新たな導入の予定は無く、
利用実態に合わせて、より効率的と
なるよう運行内容の見直しを実施す
る。

政策企画部
政策企画課

78 411-03
包括連携企業と
の協働による事
業実施

包括連携協定を締結している企業と
市担当課が協働で取り組むことがで
きるものを提案し合い、セミナーや
研修会の開催などを協働で行うこと
で、効率的・効果的な事業実施を図
る。

政策企画部
政策企画課


